
接続工事の手順（概要）は、次のようになります。

※こちらは奨励金対象者のみとなっております。詳しくは問い合わせ先までご連絡ください。

※工事完了後、業者から完了届や使用開始届が提出されず、トラブルになることがあります。
　 業者への注意喚起をしてください。

(⇓)
⑧水洗化奨励金の交付(振込)　町下水道課⇒依頼者

完了検査後、水洗化奨励金の交付となります。水洗化奨励金は、工事費用と供用経過年数(下水道が利用可能となってか
らの年数)によって金額が決まります。
交付時期は、完了検査を実施した月の翌月です。

⑥工事を施工　依頼者⇔指定工事店

確認通知書交付後、指定工事店が工事に着手します。
工事日程などは施工場所や工事内容により異なりますので指定工事店と打ち合わせてください。

⇓
⑦完了届と使用開始届を提出　（依頼者⇒）指定工事店⇒町下水道課

工事完了後、竣工書類として工事完了届と使用開始届を提出していただきます。
指定工事店が代行して提出しますので、必要書類の署名・押印などについて確認してください。
完了届提出後、町下水道課職員が指定工事店と立会い検査にお伺いします。

※業者から町への手続きが遅れてトラブルにならないよう、業者への注意喚起をしてください。

⇓
⑤工事の確認通知　町下水道課⇒指定工事店（⇒依頼者）

町が書類を審査・確認し、適正なものについて確認通知書を交付します。
確認通知書は申請された指定工事店へお渡しします。

⇓

②現場調査・見積書作成　指定工事店⇔依頼者

工事の見積書などを作成してもらいます。排水管やますの位置などよく打ち合わせてください。
融資あっせん制度を利用する場合は、指定工事店及び町下水道課にご相談ください。

⇓
③工事の契約・正式依頼　依頼者⇔指定工事店

業者を決めたら、町下水道課へ提出する書類について必要事項を記入します。
署名・押印する箇所や書類代行などについては指定工事店に確認してください。

⇓
④工事の確認申請　指定工事店⇒町下水道課

工事を行う前に確認申請書類を提出していただきます。
手続きは指定工事店が代行します。

　　書類確認・立会検査

①指定工事店を探す　依頼者⇒指定工事店

接続工事は、町に登録されている指定工事店の中から業者を選び、工事の見積りを依頼します。
（近隣の評判や町内業者で決めるなど、選び方は様々です。）

⇓

接続工事の流れについて

完了確認検査 依頼・見積り・契約・施工

 依頼者 

 

町下水道課 
 排水設備 
指定工事店 



一般的な工事内容は次のようになります。
　①雨水と生活排水を分離するため排水管や接続ますを設置する。
　　トイレ・台所・風呂場等の生活排水は公共下水道に流すようになります。
　②浄化槽は最終くみ取りをしたあと機能を停止し、消毒後に撤去または通水穴を開けて埋めます。
　　くみ取りトイレは、し尿をくみ取り後に消毒し埋めます。
　③工事完了後、町職員による完了検査があります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　※各現場の状況で詳細は異なりますので、工事店に確認をしてください。

問い合わせ先  二宮町都市経済部下水道課  ℡0463-71-3311 内線246・248・249

Ｑ『どの工事店にすれば良いのかしら？』 Ｑ『雨水も下水道に流すの？』

Ａ『町では特定の工事店（業者）を指名したりあっせん
　　することはございません。例えば、ご近所の評判や
　　町内の工事店、お知り合いの方の紹介で選ぶなど、
　　いくつかの方法が考えられます。』

Ａ『二宮町公共下水道は分流式のため、生活排水（汚水）
　　と雨水は分離する必要があります。下水道に雨どいな
　　どの接続が無いように設計し施工する事になります。』

Ｑ『なぜ浄化槽ではダメなの？』 Ｑ『借家やアパートの場合は誰が接続工事をするの？』

Ａ『下水道の整備計画のある区域では、浄化槽は下水道
　　が整備されるまでの“さしあたっての施設”です。
    下水道を利用できる区域になりましたら、すみやかに
    下水道接続をお願いします。』

Ａ『法律では原則として建物所有者が排水設備を設置し、
　　接続を行っていただくようになっています。借家や
　　アパートにお住まいの方は大家・オーナーの方に
　　ご連絡・ご相談ください。接続後は実際に使用されて
　　いる方に下水道使用料をお支払いただきます。』

工 事 は ど ん な 事 を す る の ？

接 続 工 事 は 排 水 設 備 指 定 工 事 店 で ！

・　排水設備とは、ご家庭や事業場などから排出される汚水を公共下水道へ流すための設備で、排水管や接続ます等
　　のことをいいます。
・　供用開始日（公共下水道に接続が可能となる日）以降、建物の所有者（または占有者）が設置するよう下水道法
　　で義務づけられています。
・　ご家庭や事業場において、この排水設備を設置し下水道に接続していただくことによって、はじめて下水道の
　　目的が達成されることになります。

・　町に登録している「排水設備指定工事店」の中から業者を選んで頂きます。
　　「指定工事店」とは、工事（設備）内容が法律・条例・規則等の基準を満たすものとなるように、必要な技術をもち
　　『責任技術者』の資格を習得した担当者が所属し、町へ登録をした業者です。
・　工事内容や見積り等を検討した上で工事店を選んでから工事契約をしてください。
・　接続工事を契約されると、工事店が町下水道課への提出書類等を作成し代行して提出します。工事内容や
　　書類などは工事店とよく確認をしてください。
・　排水設備接続工事の費用は、ご家庭・事業場でご負担していただくことになります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（工事店一覧は別紙をご覧ください）

きれいな水を未来へ♪
下水道接続工事は、指定工事店を選んでお早めにお願いします！

下 水 道 接 続 の た め の 排 水 設 備 と は ？

                ○ 排水口にゴミを流さないでください。 
                ○ 油をそのまま排水口に流すと固まり、管の中でつまる原因となる場合があります。 
                ○ 中性洗剤の使用をお願いします。 
                ○ 水洗トイレにはトイレットペーパーなど水に溶ける紙を使用してください。 
                ○ 事故の原因となりますので、薬品類・ガソリン類などを流さないでください。 
                ○ グリース阻集器を設置した場合、定期的な点検・清掃をお願いします。 
                ○ 単体式ディスポーザのご利用はお控えください。 

下水道を 
  大切に♪ 


